
市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金 

 

下記の団体に対する寄附金が対象となります。 

令和７年１２月３１日現在 

法人又は団体名 住     所 期 間 その他 

1 
公益社団法人 

綾部市シルバー人材センター 

綾部市宮代町明知 11番地 4 平成 25 年 1 月 1 日以

降に支出した寄附金 

 

 

 

2 社会福祉法人綾部保育園 綾部市相生町 17、44－2、52－1  

3 社会福祉法人中筋保育園 綾部市大島町外山田 8－14  

4 社会福祉法人せんだん苑保育園 綾部市青野町西青野 50  

5 社会福祉法人豊里保育園 綾部市栗町土居ノ内 57－1  

6 社会福祉法人綾東保育園 綾部市十倉名畑町三ツ辻 7－2  

7 社会福祉法人松寿苑 綾部市田野町田野山 2－163  

8 社会福祉法人吉美福祉会 綾部市有岡町樋ノ本 26  

9 社会福祉法人綾部福祉会 綾部市物部町博労坂 26  

10 社会福祉法人綾部ひまわり会 綾部市上野町上池田 40  

11 社会福祉法人丹の国福祉会 綾部市小畑町埋野 98－1  

12 社会福祉法人るんびに苑 綾部市十倉中町米谷 16  

13 
社会福祉法人 

綾部市社会福祉協議会 

綾部市川糸町南古屋敷 5－1 

綾部市福祉ホール内 

 

14 
公益財団法人 

綾部市医療公社 

綾部市青野町大塚２０番地の１ 

綾部市立病院内 

平成 25 年 4 月 1 日以

降に支出した寄附金 

 

 

15 
公益財団法人 

京都府中丹文化事業団 

綾部市里町久田２１番地の２０ 

京都府中丹文化会館内 

 

16 
社会福祉法人どんぐりの家 綾部市里町向屋敷３３番地 平成 29年 4月 20日 

新規設立 
 

17 

特定非営利活動法人あやべ福祉

フロンティア 

綾部市里町潜り９番地の１ 平成 25年 9月 18日 

認定 

～令和 10年 9月 17日 

有効期間 

 

 


